
 

 

 

 

 

国分寺市に対する市民ニーズが多様化したことで、市がそのひとつひとつのニーズ

に直接対応することが困難になってきています。今後は、それらのニーズを多様な担

い手により対応するために、コラボレーションシステム（協働のしくみ）を確立する

ことが求められています。なかでも市民活動団体と市による協働を推進し、市民の視

点に立った行政サービスを展開することで、市政の透明化がより図られ、市民の満足

度が高い国分寺市らしい「新たな公共」を構築することが可能となります。 

市では既に、「国分寺市市民活動団体との協働に関する指針（2002）」を策定し、い

くつかの協働事業を展開してきたところです。この「指針」を積極的に活かすために、

この 2004・2005 年で重点的に取り組む内容を定めることとしました。 

市民活動団体と国分寺市との協働を推進するため、まず、優先的にやらなければな

らないことが、この「市民活動団体と国分寺市との協働 2004・2005」です。 

  

  

  

  

  

「「協協働働」」ととはは。。  

ひとつの事業目標を達成するために、市民活動団体と市が情報を共有し、信頼関係のもとに

責任を果たし、成果をあげること。 

 

「「新新たたなな公公共共」」ととはは。。  

多様なニーズに対し、多様な担い手により、市民の視点で、市民のために、即応したサービ

スを提供すること。 

  



 

方針１ 情報の共有化等により、市民活動団体と市の 

信頼関係をつくります。 

 

市民活動団体と市の信頼関係を構築するためには、まず、市民活動団体と市が情報

を共有することが重要です。市内に活動拠点を置く市民活動団体の実態調査をするな

ど情報の収集に努め、「こくぶんじ市民活動センター」から積極的に情報を発信します。 

また、このセンターは、市民活動団体と市が共通の課題を解決するために、コーデ

ィネートをするなど、市との協働促進について意見交換をしていく総合的な窓口とし

ます。 
さらに、協働についての研修会や講座を開催するなど、市民活動団体と市の相互理

解を促進します。 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

「「市市民民活活動動団団体体」」ととはは、、次次のの要要件件をを全全てて満満たたししてていいるるもものの。。  

１．公益性のある活動であること。～ Public interest ～ 

（社会全体の利益を目的としていること。） 

２．収益を分配しないこと。～ Not profit distributing ～ 

（収益を関係者だけで分けないこと。） 

３．民間であること。～ Private ～ 

（市民力が源であること。） 

４．自発的であること。～ Voluntary ～ 

（誰かや何かに強制されて行うものでないこと。） 

５．公に組織されていること。～ Organizations ～ 

（会則があり、入会・退会の自由が約束されるなど、民主的に運営されていること。） 

６．自己統治していること。～ Self-governing ～ 

（政治団体・宗教団体などから運営介入を受けていないこと。） 

 

○ 国分寺市 

○ こくぶんじ市民活動センター 

１．情報の提供 

２．相談・コーディネート 

３．交流・協働の促進 

４．研究・学習・講座 

５．活動の場・設備の提供 
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＜共益団体＞ 

・経済団体 

・労働団体 

・協同組合等 

 

方針２  市民活動団体と市との間で、透明性の高い 

「協働のしくみ」をつくります。 

 

市民活動団体との協働を推進していくための基礎的なしくみをつくります。 

組織づくり・・・・・・ 全庁あげての協働を推進するために、庁内横断的チームを

つくります。 

事業の選別・・・・・・ 既存の事業について、市民活動団体との協働事業となり得

るかを検討し、事業の選別を行います。 

パートナーの選定・・・ 協働事業審査会を設置し、プロポーザル方式などにより、

公平性・公正性・透明性を確保した協働相手の選定を行い

ます。                             

提案制度・・・・・・・ 市民活動団体から市に対して、新たな協働事業の提案を受

け入れる制度をつくります。 

評価制度・・・・・・・ 協働をより効果的に推進するために、協働事業評価委員会

を設置し、事業後の評価を行う制度をつくります。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民活動団体概念図                                ※ 指針ＮＰＯ概念図より 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜公益団体＞ 
・社団法人・財団法人・社会福祉法人 
・学校法人・医療法人・宗教法人 

 

パートナーの選定 

事業の選別 

評価制度 

◎指針における市民活動団体
・市民活動団体（法人格なし） 
・ボランティア団体 

特定非営利活動法人
（ＮＰＯ法人） 

・自治会 

・町内会 

提案制度 

事業の実施 



国 分 寺 市 

○ 組織づくり 

○ 事業の選別 

○ パートナーの選定 

○ 提案制度 

○ 評価制度 
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こくぶんじ市民活動センター 

○ 情報の提供         ○ 相談・コーディネート 

○ 交流・協働の促進         ○ 研究・学習・講座 

○ 活動の場・設備の提供 

    「「市市民民活活動動団団体体とと国国分分寺寺市市ととのの協協働働 22000044・・22000055」」ででのの  
ココララボボレレーーシショョンンシシスステテムム（（協協働働ののししくくみみ））  
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事業の実施 

新たな公共

サービス 

協働相手の選定 
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